
議案第１００号 

 

三田市野外活動センターの管理に係る指定管理者の指定について 

 

三田市野外活動センターの管理に係る指定管理者を指定するため、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

平成２６年１１月２８日提出 

 

三田市長 竹 内 英 昭    

 

記 

 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設の名称 

三田市野外活動センター 

 

２ 指定管理者となる団体 

姫路市西駅前町１番地 

神姫バス株式会社 

代表取締役 長 尾  真 

 

３ 指定の期間 

平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 
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